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第３回箱根町行財政改革有識者会議 
参考資料３ 

 

行財政改革アクションプラン（平成 29～34年度）の推進体制等【抜粋】 

 

 

１ 計画期間 

平成 29年度から平成 34年度までの６年間 

 

２ 推進体制 

町長を本部長とした「箱根町行財政改革推進本部」が中心となり、全庁的な連携

のもと、各部署が主体的に改革に取り組んでいきます。また、外部の有識者から構

成する「箱根町行財政改革有識者会議」を設置し、行財政改革の推進に必要な助言、

提言をいただき、更なる改革の取組みに反映させることとします。 

 

３ 進行管理 

「箱根町行財政改革推進本部」が、毎年度計画の進捗状況を確認し、目標の達成

に向けて適切な進行管理を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行財政改革有識者会議 行財政改革推進本部 

連携 

意見 
進捗公表 助言 

進捗報告 

構成：町長、副町長、部長級以上の職員 

役割：行財政改革の計画策定・進行管理 

 

【幹事会】 
構成：企画観光部長、総務部長、 

企画課長、財務課長 
役割：行財政改革に係る具体的調査・

検討 

構成：有識者６名 

役割：行財政会改革の計画策定、その
他行財政改革に係る助言、提言 

 
 

町議会 

参加 

町 民 

指示 
報告 

【専門部会】 
構成：別途本部長が決定 
役割：行財政改革に係る特定課題の調

査・検討 

【箱根町行財政改革推進体制図】 


